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研究に係る不正調査等に関する規程 

 

日本ビーシージー製造株式会社 

制定 平成27年 3月 1日 

改訂 2018年 7月31日 

改訂 2021年 8月 1日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、日本ビーシージー製造株式会社（以下「会社」という。）における全ての研究に

係る不正が疑われる場合の調査等に関し必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 当規程における研究についての不正とは下記事項である。 

イ 研究費の使用における不正 

故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途への使用、私的流用又は研究費の交付の

決定の内容やこれに付した条件に違反した使用。 

ロ 研究活動の不正 

故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、研究

成果のねつ造、改ざん、研究成果発表にあたっての盗用、二重投稿、不適切なオーサーシッ

プなどに代表される研究者倫理に反する行為及び利益相反に係る諸問題である。 

２ 当規程で用いられる用語の定義は以下の通りである。 

イ 公的研究費 

各省各庁、又は各省庁が所管する独立行政法人から配分される競争的資金等を中心とした

公募型の研究資金 

ロ 配分機関 

競争的資金等を配分する機関 

 

（告発等の窓口） 

第３条 研究に係る不正行為に関し、社内外からの通報・告発・情報提供（以下「告発等」という。）

の窓口をコンプライアンス委員会委員長とする。 

２ 研究に係る不正がある、または不正の疑いがあると思料する者は、前項に規定する窓口に告発等

するものとする。 

３ 「公的研究費の取扱い規程」第20条に規定するモニタリングチームが自らの職務において不正を

知り得た時も、前項と同様に扱うものとする。 

４ 告発等を受け付けた、または、不正を知り得た者は、当該告発等について、社長に速やかに報告

しなければならない。 

 

（告発等の取扱い） 

第４条 告発等は、原則として顕名により行われ、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正

行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている
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もののみを受け付けるものとする。ただし、匿名による告発等があった場合は、当該告発等の内容

に応じ、顕名の告発等に準じて取扱う事ができる。 

２ 告発の意思を明示しない相談については、社長は、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当

の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。 

３ 告発等の窓口の運営に当たっては、告発等の内容については守秘義務を守り、告発等を行った者

（以下「告発者」という。）の保護を徹底するとともに、保護の内容を告発者へ通知しなければなら

ない。また告発等の対象となった者（以下「被告発者」という。）に対しては、誹謗中傷等から保護

する方策を講じなければならない。 

４ 悪意を持って虚偽の告発等を行ったものに対しては、会社として必要な法的措置をとる事ができ

るものとする。 

５ 会社は、告発等の窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について調

査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう、関係者

の秘密保持を徹底する。 

 

（告発等に基づく調査及び報告）  

第５条 社長は、告発等を受け付けた場合は、告発等の受付から３０日以内に、告発等の内容の合理

性を確認し、調査の要否を判断する。 

また、報道や外部機関からの指摘による場合、不正行為の疑いがインターネット上に掲載されてい

ることを確認した場合も同様の取扱いとする。 

２ 社長は、調査が必要と判断した場合、第７条に規定する不正調査委員会を設置し調査させるもの

とする。不正調査委員会は、社長の指示後30日以内に調査を開始する。 

３ 社長は、受け付けた告発等に基づき実施する措置の内容を、告発者及び被告発者に通知するもの

とする。ただし、告発等が匿名で行われた場合はこの限りではない。 

４ 告発の対象が公的研究費による研究で、第５条第１項の判断の結果、調査を実施することとなっ

た場合、社長は、配分機関及び文部科学省に調査を行う旨報告する。 

 

（告発等の受付によらないものの取扱い） 

第６条 第４条第２項に規定する告発の意思を明示しない相談について、告発の意思表示がなされな

い場合にも、会社の判断で当該事案の調査を開始することができる。 

２ 不正行為が行われようとしている、又は不正行為を求められているという告発・相談については、

その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものとする。 

３ 被告発者が会社に所属する者でないときは、被告発者の所属する機関に事案を回付することがで

きる。また当該被告発者へ警告を行った場合は、被告発者の所属する機関に警告の内容等について

通知する。 

 

（不正調査委員会） 

第７条 会社に、研究についての不正行為を調査するため、不正調査委員会（以下「調査委員会」と

いう。）を置く。 

２ 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。調査委員会は、調査委員の半数以上が外部有

識者であること。 
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一、 研究開発部門取締役 

二、 経理部門取締役 

三、 被告発者が所属する部の長 

四、 開発企画部長 

五、 社外の弁護士・公認会計士・監査役等 

六、 その他、社長が指名する者 

３ 委員長は、研究開発部門取締役をもって充てる。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。 

５ 委員のうち、告発者及び被告発者と直接利害関係を有する委員は審議に加わることができない。 

 

（異議申立て） 

第８条 告発者及び被告発者は、第５条第３項の通知を受けた日から１４日以内に異議申し立てをす

ることができる。 

２ 調査委員会の構成に対する異議申し立てがあった場合、社長は、その内容が妥当であると判断し

た時には、当該異議申し立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通

知する。 

 

（調査の実施） 

第９条 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相

当額等について調査する。 

２ 告発の対象が公的研究費に係る場合、調査委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及

び方法等について配分機関及び文部科学省に報告、協議しなければならない。 

３ 調査委員会は、調査の実施に際し、必要な資料等の保全を要請することができる。 

４ 調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究または技術上秘密とすべき

情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう秘密保持を徹底する。 

５ 調査事案が外部に漏えいした場合、会社は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわ

らず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏えい

した場合は、当人の了解は不要とする。 

 

（調査中における一時執行停止） 

第10条 社長は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象の研究費の

使用及び研究活動の停止を命ずることとする。 

 

（不正の認定） 

第11条 調査委員会は、調査内容について、不正が行われたか否かを調査の開始から１５０日以内に

認定し、社長に報告する。 

２ 不正が行われなかったと認定した場合であって、調査を通じて告発等が悪意に基づくものである

ことが判明した時は、調査委員会は併せてその旨の認定を行う。ただし、この認定を行うに当たっ

ては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 
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３ 社長は、調査結果を速やかに告発者及び被告発者（被告発者以外の不正に関与したと認定された

ものを含む）に通知する。 

４ 不正行為か否かの認定に当たっては、被告発者の自認を唯一の証拠とせず、物的・科学的証拠、

証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断すること。 

５ 不正行為に関する証拠が提出された場合には、被告発者の説明およびその他の証拠によって、不

正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為と認定される。また、被告発者が生データや

実験ノート、実験試料等の不存在など、本来存在すべき基本的な要素の不足により、不正行為であ

るとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも同様とする。ただし、正当な理由があると認められ

る場合はこの限りではない。 

 

（報告及び調査への協力） 

第12条 告発の対象が公的研究費に係る場合、社長は、告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、

不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況、再発防

止計画等を含む最終報告書を配分機関及び文部科学省に提出する。期限までに調査が完了しない場

合であっても、調査の中間報告を配分機関及び文部科学省に提出する。 

２ 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関

及び文部科学省に報告する。 

３ 前項のほか、配分機関及び文部科学省の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況

報告及び調査の中間報告を当該配分機関及び文部科学省に提出する。  

４ また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、

現地調査に応じる。 

 

（不服申し立て） 

第13条 不正が行われたと認定された被告発者及び悪意に基づくものと認定された告発者（被告発者

の不服申立ての審査の段階で悪意に基づく通報と認定された者を含む。）は、調査結果の通知を受け

てから１４日以内に社長に不服申立てをすることができる。 

２ 社長は、被告発者からの不服申立てがあったときは、告発者に通知する。加えて、社長は、その

事案が公的研究費に係る場合、配分機関等及び文部科学省に報告する。不服申立ての却下及び再調

査開始の決定をしたときも同様とする。 

３ 社長は、第１３条第１項の不服申立てについてその内容を確認し、必要があると認めたときは調

査委員会に再調査を命じる。 

４ 社長は、不服申立てについて、その趣旨が調査委員会の構成等その公正性に関わるものである場

合には、当該調査委員会委員を交代させることができる。 

５ 調査委員会は、再調査を開始した場合は、不正が行われたと認定された被告発者から不服申立て

があったときは、原則として５０日以内に、悪意に基づく通報と認定された告発者から不服申立て

があったときは、原則として３０日以内に調査結果を覆すか否かを決定し、社長に報告する。 

６ 社長は、前項の決定について、告発者及び被告発者に通知する。加えて、社長は、その事案が公

的研究費に係る場合、配分機関等及び文部科学省に報告する。 

 

（結果の公表） 
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第14条 不正が行われたと認定された場合、社長は、速やかに調査結果を公表する。 

２ 公表する内容は、少なくとも不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、会社が公表までに行

った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等が含まれているものとする。 

 ただし、合理的な理由がある場合は、不正に関与した者の氏名・所属などを非公表とすることがで

きる。 

３ 不正が行われなかったと認定された場合、社長は、原則として調査結果を公表しない。ただし、

調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものではない誤りがあった場合は、

調査結果を公表する。また、悪意に基づく通報との認定があったときは、告発者の氏名・所属を公

表する。 

 

（告発者及び被告発者に対する措置） 

第15条 不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが、不正行為が認定さ

れた論文等の内容について責任を負う者として認定された著者に対し、会社は、就業規則に基づく

処分等必要な措置を講ずるとともに、不正行為と認定された論文等の取下げを勧告する。 

 

（準用） 

第16条 当規程は、公的研究費の使用及び公的研究費による研究活動について不正が疑われる場合に

おいて準用する。 

２ 準用にあたっては、「社長」とあるのは「最高管理責任者」、「研究開発部門取締役」とあるのは

「統括管理責任者」と読み替えるものとする。 

 

（改廃） 

第17条 本規程の改廃は、伺い書による社長決裁とする。但し、社長が必要と認めた場合、取締役会

の決議事項とする。 

 

附則 

第18条 本規程は、平成27年3月1日付制定実施する。 

２ 本規程は、平成28年2月1日付改訂実施する。 

３ 本規程は、平成29年12月27日付一部改訂し、この改訂は、平成29年11月 1日より実施する。 

４ 本規程は、2018年7月31日付改訂実施する。 

５ 本規程は、2021年8月1日付改訂実施する。 


